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【 受付期間 】 
◆ 新規申請（新たに登録を申請する事業所） 
 令和７年８月１日（金） 
  〜 令和７年８月１５日（金）２３︓５９まで 
  
◆ 追加申請（自治体の追加、申請業務の追加、業種・業務の追加等） 
 令和７年８月１日（金） 
  〜 令和７年８月２２日（金）２３︓５９まで 
 
※ 申請日現在、埼玉県電子入札共同システムに「 建設工事 」、「 設計・ 

 調査・測量 」、「 土木施設維持管理 」のいずれの業務にも登録がない 

 事業所が、競争入札参加資格を申請しようとする場合は、新規申請に該当 

 します。 

 
【 申請方法 】 
 事業者申請ポータルにアクセスし、書類を添付・送信してください。 
 

 

 

令和７・８年度 

建設工事請負等競争入札参加資格審査 

申請の手引 

工事等 

第２回申請(新規･追加)用 



 

 

 

 

 

 

 

【 問合せ先 】 
 ＜ 共同受付窓口 ＞ 

埼玉県 総務部 入札審査課 審査担当（工事） 
〒 ３３０－９３０１ 
 埼玉県 さいたま市 浦和区 高砂 ３－１５－１ 

電 話    ︓ ０４８―８３０－５７７１（平日 ８：３０～１７：１５） 
メールアドレス︓a5770-10@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a5770-10@pref.saitama.lg.jp
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＝ 別 冊 ＝ 

 ＜別冊１＞ チェックリスト一覧 

 ＜別冊２＞ 添付書類一覧 

 ＜別冊３＞ 申請書・添付書類 様式集 

 ＜別冊４＞ 申請書・添付書類 記入例及び記載要領 

 ＜別冊５＞ 申請書（基本個別情報）（様式Ｃ－１）記入事項 

 ＜別冊６＞ Ｑ＆Ａ 

 

※＜別冊１～６＞は、この手引とは別の電子ファイルです。 

 別途ダウンロードして御覧ください。 

～ 目 次 ～ 



 
 
 申請に必要な資格等の確認  

    参加自治体、資格要件等を確認してください。      （２〜１０ページ参照） 
  
 申請書類の準備  

    「別冊１ チェックリスト」「別冊２ 添付書類一覧」を確認し、提出書類をそろえて
ください。                      （１７〜２１ページ参照） 

    紙の書類は PDF 化又は画像データ化してください。 
【事業者申請ポータル】事業者登録 表紙記載の期間内に行ってください。 

 ※ 事業者申請ポータルを初めて利用される方は、事業者登録をする必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
【事業者申請ポータル】書類の添付・送信 表紙記載の期間内に行ってください。

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 各自治体の審査 受付後 〜 令和 7 年１０月末 
    申請書類を、共同受付窓口及び各自治体で審査します。     （３ページ参照） 
  
 ユーザＩＤ・パスワードの交付 令和 7 年１０月末頃 

    埼玉県電子入札共同システムに入るためのユーザＩＤ、パスワードを共同受付窓口か
ら申請事業所あてに電子メールで送信します。 

 審査結果のお知らせ 令和 7 年１１月 
⑴  審査結果は、令和 7 年１１月以降にシステムで確認してください。 

                                                        （３５〜３９ページ参照） 
⑵  通知等の郵送は行いません。 

 

入札参加資格の有効期間 
令和 7(2025)年１１月１日 〜 令和 9(2027)年３月３１日 

申 請 の 流 れ 

【手順】 
① 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセス 
② 事業者申請ポータルの「事業者登録」をクリック 
③ 事業者情報と管理者情報を入力 
 ＊ 登録後、メールアドレスは修正ができませんので、入力誤りに注意してください。 
④ 管理者の連絡先メールアドレスに「登録完了・パスワード設定」の案内メールが届く。 
⑤ 案内に従ってパスワードを設定し、事業者登録終了。 

【手順】 
⑥ 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセス 
⑦ 事業者申請ポータルの「競争入札参加資格申請」をクリックしてログイン 
⑧ 「【工事】新規・追加・抹消・権限変更等」をクリック 
⑨ 「申請種別」から「新規申請」又は「追加申請」を選択し、クリップボタンを押して、準

備した提出書類を添付する。 
⑩ 右上の送信ボタンを押す。 ＊ 送信は１回のみとなります。 

詳しくは２６〜２７ページ 

詳しくは２８〜３０ページ 

https://saitamapref.service-now.com/csm
https://saitamapref.service-now.com/csm


第１章  共同受付について 
 
１ 共同受付を実施している地方公共団体（自治体）について 
  埼玉県では､申請者の方々の負担軽減と審査事務の効率化を図るために､埼玉県電子入札共同システ

ム(各別冊を含むこの手引において「システム」という)に参加している地方公共団体(各別冊を含むこ

の手引及びシステムにおいて｢自治体｣という)と共同で申請受付を実施しています。 
 ※ 埼玉県電子入札共同システムとは 
   埼玉県、県内６2 市町村、一部事務組合(5 組合)が共同で運営する入札に関するシステムのことです。本シ

ステムを利用して、入札に参加するための競争入札参加資格申請の手続や、入札に関する一連の手続を、事業
所のパソコンからインターネットを通じて行うことができます。 

 【共同受付実施自治体及び申請受付業務一覧】 

 

 ○のついている自治体・業務が今回の受付対象です。 

 ※ ｢建設工事｣･･････････････建設工事の請負 

   ｢設計・調査・測量｣･･････建設工事に係る設計、調査及び測量業務の委託 

   ｢土木施設維持管理｣･･････道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託 

 

※ 以下の自治体では、一部業務について共同受付を実施していません。当該業務の申請は、各自治

体に直接確認してください。 

  ○ 埼玉西部消防組合︓「土木施設維持管理」業務 
 

  

埼玉県 さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 行田市 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 滑川町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮代町 杉戸町 松伏町
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○
○
○

○
○
○

○ ○
○
○
○

 越谷･松伏水道企業団  秩父広域市町村圏組合

土木施設維持管理

設計・調査・測量

児玉郡市広域市町村圏組合  埼玉西部消防組合

○ ○
戸田ボートレース企業団

土木施設維持管理

建 設 工 事

土木施設維持管理

設計・調査・測量

土木施設維持管理

設計・調査・測量

建 設 工 事

土木施設維持管理

建 設 工 事

設計・調査・測量

建 設 工 事

建 設 工 事

設計・調査・測量



 １つの法人で、複数の事業所を登録する場合は､商号や法人の代表者等､事業所間で共通する事項が､全

ての事業所で同じ情報になります｡ 

２ 共同受付窓口への申請について 

  共同受付実施自治体への競争入札参加資格審査申請は、埼玉県総務部入札審査課に設置された共同

受付窓口において受付し、共通書類及び一部の自治体別書類の審査を行います。その後、各自治体が

個別の審査を実施します。 

 

 ⑴ 申請の単位 

   「会社単位（個人事業者の場合は事業主）」ではなく、「事業所単位（本店・支店・営業所等）」で

申請してください。 

  

 

  

 ⑵ 審査及び申請書類の流れ 

  ア 全ての申請書類を、事業者申請ポータルで提出してください。 
   （受付最終日の 23︓59 までの送信が有効） 
  イ 提出された書類は、第１段階として共同受付窓口で審査を実施します。 

  ウ 第２段階として、各自治体が個別に審査を実施します。 

   （各自治体の審査は、申請先自治体固有の審査基準により実施します。） 

 

３ その他 

  物品等（販売、賃貸、買受け、印刷、電算業務、催物・映画・広告・その他の業務、建築物管理業

務）の入札参加資格審査申請は、この申請ではできません。 

  埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 入札参加資格申請（物品等）を確認してください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinbuppintop/index.html 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinbuppintop/index.html


【 参 考 】 

＜地方自治法施行令第１６７条の４＞ 

１ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当

する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各

号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を

妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に

基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締

結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 

 

 

 

第２章  資格要件について 

 競争入札参加資格の登録を希望する場合は、各自治体固有の規程に定める資格要件を満たしているか

等について、当該自治体の長が実施する審査を受けなければなりません。 

 

 本章では、このうち共同受付実施自治体に共通の資格要件について説明します。 

 

１ 申請者の資格（建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理 共通） 
  次のいずれかに該当する方は、申請することができません。 
 ⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者 

 ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、共同受付実施自治体の競争入

札に参加させないこととされた者 

 ⑶ 過去において、共同受付実施自治体の入札参加資格の規程等に定める抹消要件に該当し資格者名

簿から抹消された者で、入札参加を希望する自治体の規程等で定められた期間を経過していない者 

 ⑷ 法人税（個人事業者の場合は所得税）、消費税及び地方消費税を完納していない者 

  ※ 虚偽の申請を行った場合は、各自治体の規程等に基づき登録が抹消になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



経営事項審査について 

 「建設工事」の入札参加資格申請では、申請日現在において有効な経営事項審査の総合評定値の通

知を受けていることが資格要件のひとつとなっています。 

 申請日現在で経営事項審査の再審査を受けている場合は、再審査後の総合評定値通知のみ有効とな

ります。 

 申請日現在で有効な通知書が複数ある場合は最新のものを提出してください。 

２ 「 建設工事 」に関する申請者の資格 
 ⑴ 申請に関する資格について 

   申請日現在、次の要件を満たしていなければなりません。 

  ア 申請する業種について、建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること 

   ※ 代理人を置く事業所が申請する場合は、その事業所で建設業の許可を受けていること 

  イ 申請する業種について、建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査（申請日現

在において審査基準日から１年７か月以内かつ有効なもの）の総合評定値の通知を受けているこ

と 

 

   ※ 建設業の許可、経営事項審査についての問合せ先 

    ・埼玉県内のみに事業所がある場合 

     埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当       電話：０４８－８３０－５１７６ 

                    審査・指導監督担当   電話：０４８－８３０－５１８３ 

    ・２以上の都道府県に事業所がある場合 

     国土交通省 関東地方整備局 建政部建設産業第一課    電話：０４８－６０１－３１５１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 社会保険等の加入について 

   共同受付実施自治体は、社会保険等の加入を資格要件としています。 

  ※ 社会保険等とは、「 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 」の３保険のことです。 

 

   社会保険等の加入状況は、「経営事項審査の総合評定値通知書の写し」の「その他の審査項目（社

会性等）」欄で確認します。 

  ア 全ての社会保険等の加入状況が「有」又は「除外」の場合 

    ⇒ 「社会保険等に加入している」とします。 

  イ いずれかの社会保険等の加入状況が「無」となっている場合 

    ⇒ 「社会保険等に未加入」とします。 

    ただし、９～１０ページ記載の(ｱ)健康保険、(ｲ)厚生年金保険、(ｳ)雇用保険の加入確認資料を

提出した場合は、「社会保険等に加入している」とします。 

 

 

 

 

 



 ⑶ 受注希望工事に関する申請者の資格 

   次のアからエまでに掲げる４業種の工事の受注希望工事を希望する場合は、「資格情報を証明する

書類」欄に記載されている届出や資格等が必要です。申請する場合は、「資格情報を証明する書類」

を提出してください。下表以外の業種については、「資格情報を証明する書類」は不要です。 

  ア 電気工事業 

受注希望工事分類 資格情報を証明する書類 登録機関名 

総合電気設備工事 

発電変電設備工事 

電気設備工事 

信号設備工事 

電気工事業の業務の適正化に関する法律に

基づく電気工事業開始届等の「届出受理通

知書」等（※１） 

都道府県知事 

各産業保安監督部長 

経済産業大臣 

  ※１ 電気工事業開始届等の「届出受理通知書」等に関する問合せ先 

   ● 埼玉県内にのみ営業所がある場合 

    埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当  電話:０４８-８３０-８４３５ 

   ● 加須市・久喜市・日高市、吉見町にのみ営業所があり新規に開始届を提出する場合 

    窓口が市になる場合がありますので直接該当市町の担当課にお問合せください。 

   ● ２以上の都道府県に営業所があり、かつ営業所が全て１つの産業保安監督部の管轄内にある場合 

    経済産業省 関東東北産業保安監督部 電力安全課     電話:０４８-６００-０３８８（代） 

   ● ２以上の都道府県に営業所があり、かつ営業所が複数の産業保安監督部の管轄にある場合 

    経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 電力安全課             

                              電話: ０３-３５０１-１７４２ 

  イ 管工事業 

受注希望工事分類 資格情報を証明する書類 登録機関名 

浄化槽工事 

埼玉県知事に提出した「特例浄化槽工事業者届出書」 

            (「表面」と「裏面」)（※２） 

(届出書の記載事項に変更がある場合はあわせて)「特例浄

化槽工事業者届出事項変更届出書」（※２）） 

埼玉県知事 

  ※２ 「特例浄化槽工事業者届出書」等についての問合せ先 

   ● 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当      電話:０４８-８３０-５１７６ 

    注）浄化槽工事を申請する場合は､申請する事業所で届出をしている必要があります｡ 

  ウ 電気通信工事業 

受注希望工事分類 資格情報を証明する書類 登録機関名 

有線電気通信工事 

電気通信事業法に基づく「工事担任者資格者証（アナログ第１

種、ＡＩ第１種、第一級アナログ通信、アナログ第２種､ＡＩ

第２種､総合種又はＡＩ・ＤＤ総合種、総合通信)」の資格者証 
総務大臣 

データ通信設備工事 

電気通信事業法に基づく「工事担任者資格者証（デジタル第１

種、ＤＤ第１種、第一級デジタル通信、デジタル第２種､ＤＤ

第２種､総合種又はＡＩ・ＤＤ総合種、総合通信)」の資格者証 
  

  ● 令和３年４月より資格の名称が変更になっております。詳しくは日本データ通信協会 

    https://www.dekyo.or.jp/shiken/  

https://www.dekyo.or.jp/shiken/


  エ 消防施設工事業 

受注希望工事分類 資格情報を証明する書類 登録機関名 

水消火設備工事 消防法に基づく甲種第１類消防設備士の免状 

都道府県知事 

泡消火設備工事 消防法に基づく甲種第２類消防設備士の免状 

不燃性ガス消火設備工事 消防法に基づく甲種第３類消防設備士の免状 

粉末消火設備工事 消防法に基づく甲種第３類消防設備士の免状 

火災報知設備工事 消防法に基づく甲種第４類消防設備士の免状 

避難設備工事 消防法に基づく甲種第５類消防設備士の免状 

排煙設備工事 消防法に基づく甲種第４類消防設備士の免状 

 
 
 
３ 「設計・調査・測量」に関する申請者の資格 

  以下の書類を提出してください。 

 ⑴ 測量業者登録 

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

測量法第５５条の５の規定に基づく測

量業者としての登録通知等 （※１） 

国土交通大臣 

（地方整備局長） 
申請する事業所で登録が必要 

  ※１ 測量業務を申請する場合は、「測量業者登録通知」及び登録行政庁の受理印がある「測量業者

登録申請書（第一面と別紙）」を提出してください。 

 

 ⑵ 建築士事務所登録（建築関連コンサルタント） 

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

建築士法第２３条の３の規定に基づく

登録通知等（※２） 
都道府県知事等 

「建築意匠」は申請する事業

所で登録が必要（※３） 

  ※２ 建築士事務所登録のうち「建築意匠」を申請する場合は､「建築士事務所登録通知書」を提出

してください。 

  ※３ さいたま市、戸田市、三郷市および戸田ボートレース企業団は申請する事業所で建築士事務

所登録がない場合、「建築意匠」だけでなく建築関連コンサルタント業務の全てを申請すること

ができません。 

 

 ⑶ 地質調査業者登録 

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

地質調査業者登録規程第５条の規定に

基づく登録通知等 

国土交通大臣 

（地方整備局長） 
登録がなくても申請可能 

  
 

 ⑷ 補償コンサルタント登録 

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

補償コンサルタント登録規程第５条の

規定に基づく登録通知等 

国土交通大臣 

（地方整備局長） 
登録がなくても申請可能 

  
 
 

 

 



 ⑸ 建設コンサルタント登録 

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

建設コンサルタント登録規程第５条の

規定に基づく登録通知等 

国土交通大臣 

（地方整備局長） 
登録がなくても申請可能 

  

  

 ⑹ 不動産鑑定業者登録  

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

不動産の鑑定評価に関する法律第２４

条の規定に基づく登録通知等 

国土交通大臣 

都道府県知事 
登録が必要 

 
                            

 ⑺ 計量証明事業者登録  

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

計量法第１０９条の規定に基づく登録

通知等 

事業区分ごとに登録しているもの 

(長さ、質量、面積、熱量、体積、濃

度、音圧レベル、振動加速度レベル等) 

都道府県知事等 登録が必要 

 

 ⑻ 土地家屋調査士登録 

登録情報を証明する書類 登録機関名 資格の有無による申請の可否 

土地家屋調査士連合会が発行した土地

家屋調査士登録証明書（申請日前３か

月以内に発行されたもの）（※４） 

日本土地家屋 

調査士連合会 
登録が必要（※５） 

  

  ※４ 土地家屋調査士事務所･土地家屋調査士法人は､日本土地家屋調査士会連合会の登録が必要です｡  

  ※５ 次のいずれかを、商号又は名称に含む場合にのみ申請することができます。 

   ● 土地家屋調査士事務所 

   ● 土地家屋調査士法人 

   ● 社団法人○○○○公共嘱託登記土地家屋調査士協会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 「土木施設維持管理」に関する申請者の資格 

  共同受付実施自治体は、社会保険等の加入を資格要件としています。 

 ※ 社会保険等とは、「 健康保険、厚生年金保険、雇用保険 」の３保険のことです。 

 ※ 埼玉西部消防組合は、埼玉県電子入札共同システムで土木施設維持管理の受付を実施しておりま

せん。 

 

 ⑴ 社会保険等の加入について 

   土木施設維持管理を申請できる者は次のとおりです。 

  ア 「社会保険等に加入している者」 

  イ 「法令の規定により社会保険等への加入が適用除外となっている事業者」 

    →適用除外となっている事業者は、埼玉県入札審査課まで連絡してください。 

     別途、提出資料をお渡しします。 

 

 ⑵ 社会保険等の加入状況に係る確認方法 

  ア 建設工事も申請している場合 

    社会保険等の加入状況は、「経営事項審査の総合評定値通知書の写し」の「その他の審査項目

（社会性等）」欄で確認します。 

   （ｱ） 全ての社会保険等の加入状況が「有」又は「除外」の場合 

       ⇒ 「社会保険等に加入している」とします。 

   （ｲ） いずれかの社会保険等の加入状況が「無」となっている場合 

       ⇒ 「社会保険等に未加入」とします。 

     ただし、上記ア(ｲ)に該当する者であっても、次の イ に掲げる資料を提出した場合は、

「社会保険等に加入している」とします。 

 

  イ 建設工事を申請しない場合 

    以下の(ｱ)から(ｳ)に掲げる資料で「社会保険等の加入」を確認します。 

 

   （ｱ） 健康保険（領収書の写しは、最新のものに限る） 

加入先 確認資料 

 年金事務所  年金事務所の保険料領収書の写し 

 健康保険組合  健康保険組合発行の保険料領収書の写し 

 建設業関係の国民健康保険組合  なし（ ※ 欄外参照 ） 

   ※ 年金事務所で健康保険被保険者適用除外承認を受けて建設業関係の国民健康保険組合に加入

している場合、健康保険は適用除外となります。この場合は、年金事務所発行の「厚生年金保

険料の領収書」で健康保険料が０円になっていることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 



   （ｲ） 厚生年金保険（領収書の写しは、最新のものに限る） 

加入先 確認資料 

 年金事務所  年金事務所の保険料領収書の写し 

   ※ 上記(ｱ)、(ｲ)について 

     健康保険及び厚生年金保険の加入先が両方とも年金事務所の場合、領収書はひとつなので、

１部提出してください。 

     加入直後で領収書が未到達の場合は、次の a 又は b を提出してください。 

     ａ「被保険者標準報酬決定通知書」の写し（直近のものに限る） 

     ｂ「適用通知書」の写し 

 

   （ｳ） 雇用保険（ 領収書の写しは、最新のものに限る ） 

納付方法 確認資料 

 ハローワークに直接申告納付 

労働（雇用）保険の保険料申告書の写し 

又は 

領収書の写し 

 労働保険事務組合に委託している場合 

事務組合発行の保険料納入通知書の写し 

又は 

領収書の写し 

   ※ 上記の確認資料が用意できない場合は、組合発行の加入証明書等を提出してください。 

   ※ 加入直後で確認資料が未到達等の場合は、次の a から c のいずれかを提出してください。 

    ａ「雇用保険加入済確認願」の原本 

    ｂ「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）」の写し 

    ｃ「雇用保険適用事業所設置届事業主控」の写し 

 

   ※ 新型コロナウイルス感染症の影響等による社会保険料納付の猶予制度の特例を受けていて、

上記の(ｱ)から(ｳ)の書類が提出できない場合は、以下の書類を提出してください。 

    ⑴ 健康保険、厚生年金保険 

      年金事務所が発行した納付の猶予（特例）許可通知書 

    ⑵ 雇用保険 

      ハローワークが発行した納付の猶予（特例）許可通知書 

     ※ ⑴又は⑵の書類については、新型コロナウイルス感染症等の影響による猶予制度を受けて

いることがわかるものを提出してください。 

     ※ 上記の猶予制度については、年金事務所、ハローワークにお問合せください。 



第３章  申請の受付について 

１ 申請の対象 

（1）申請の種類 

   ア 新規申請 

    申請日現在、「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」のいずれの業務に 

   おいても競争入札参加資格申請受付システム（各別冊を含むこの手引において「申請受付シス

テム」という。）に登録がなく、新たに登録を希望する事業所がする申請 
  

 令和７・８年度名簿(申請日現在) 申請の内容 

例１ 今まで全く登録がない ▲▲事業所（支店）で申請 

例２ 
□□ (株)○○支店として登録がある 

（令和７・８年度の更新申請をした） 
□□ (株) 本店で申請 

例３ 
過去に事業所が申請受付システムに登録されていた

が、令和７・８年度に更新していない事業所 
▲▲事業所（支店）で申請 

  

 

    イ 追加申請 

    申請日現在、既に「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」のいずれかの業

務において申請受付システムに登録があり､今回､自治体や業務等の追加を希望する事業所がす

る申請 
  

 申請業務等 
令和７・８年度名簿 

(申請日現在) 
申請の内容 

申請内容の

区分 

例１  ｢埼玉県｣の登録あり ｢○○市｣を追加したい 自治体追加 

例２  
｢建設工事｣の 

登録あり 

｢土木施設維持管理｣を 

追加したい 

申請業務 

追加 

例３ 

｢建設工事｣ 
｢舗装工事業｣の 

登録あり 

｢土木工事業｣を 

追加したい 

業種･業務 

追加 ｢設計・調査・測量｣ ｢測量｣の登録あり 
｢補償コンサルタント｣

を追加したい 

｢土木施設維持管理｣ ｢道路｣の登録あり ｢苑地｣を追加したい 

例４ 

｢建設工事｣の 

｢土木工事業｣ 

｢土木一式工事｣の 

登録あり 

｢農業土木工事｣を 

追加したい 

希望工事・ 

希望業務 

追加 
｢設計・調査・測量｣の 

｢建設コンサルタント｣ 
｢道路｣の登録あり 

｢建設環境｣を 

追加したい 



 ⑵ 申請できる業種（又は業務） 

  ア 建設工事 

    自治体ごとに申請できる業種は、主たる営業所と代理人を置く事業所を合計して５業種まで

です。また、５業種以内であっても、同一自治体内においては、他の事業所で申請した業種を、

重ねて申請することはできません。 

  イ 設計・調査・測量 

    自治体ごとに、法人（個人事業者の場合は事業主）の代理人として申請できるのは５名ま

でです。また、同一自治体内においては、他の事業所が申請した業務を重ねて申請することはで

きません。 

  ウ 土木施設維持管理 

    自治体ごとに、法人（個人事業者の場合は事業主）の代理人として申請できるのは１名で

す。また、同一自治体内では、他の事業所が申請した業務を重ねて申請することはできません。 

 

（3）申請の対象外 

  ア 登録されている事業所を変更する場合 

    申請受付システムに登録されている事業所から、別の事業所へ登録を変更する場合は「事業

所間の契約権限の変更」に該当するので、様式による変更の対象です。追加申請の対象とはな

りません。 

   「事業所間の契約権限の変更」については､共同受付窓口へ相談してください。 
  

例 

令和７・８年度名簿（申請日現在） 申請の内容 申請内容の区分 

Ａ支店で建設工事の「土木工事業」、

「建築工事業」を登録している 

「土木工事業」の登録を 

Ｂ支店へ変更したい 
申請できません 

   ※ 埼玉県の入札参加資格について契約権限を変更する場合は、次のホームページで確認して 

   ください。 

      埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞  

              入札参加資格申請（工事等） > 工事等／事業所間の契約権限の変更 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-syomen.html 

  イ 登録されている業種を変更する場合 

    建設工事について、今回の申請で、一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更することは 

   できません。 
  

例 

令和７・８年度名簿（申請日現在） 申請の内容 申請内容の区分 

「土木工事業」、「建築工事業」、「管工事

業」、「舗装工事業」、「塗装工事業」の５業

種で登録している 

「塗装工事業」を「防水

工事業」に変更したい 
申請できません 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-syomen.html


   ※ 自治体ごとに申請できる業種は、主たる営業所と代理人を置く事業所を合計して５業種まで 

   です。既に５業種登録している場合、「防水工事業」は６業種目となるので、申請できません。 

   ※一部自治体では、建設工事で既に５業種登録をしている場合に、登録業種を入れ替える申請

ができます。詳しくは次のホームページで確認してください。 

     埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 

                 入札参加資格申請（工事等） ＞ 工事等／登録業種の入替 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/gyousyu-irekae/irekae-top.html 
  

⑷ 建設工事の追加申請について一部自治体における取り扱い 

     あらかじめ、登録している業種を抹消し、申請日以前に登録業種数が４業種以下の状態と 

    なった場合、以下に掲げる自治体は、業種を追加して登録することができます。 

埼玉県、川越市、川口市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、狭山市、羽生市、入間市、

桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、坂戸市、日高市、ふじみ野市、鳩山町、東秩父村、美

里町、神川町、上里町、秩父広域市町村圏組合（２３自治体） 

     ただし、自治体ごとに申請できる業種は、主たる営業所と代理人を置く事業所を合計して 

    ５業種までです。 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/gyousyu-irekae/irekae-top.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/gyousyu-irekae/irekae-top.html


２ 申請の方法 

 ⑴ 「共通書類」及び「自治体別書類」を、事業者申請ポータルに添付、送信してください。 

   操作方法については申請の手引2３～３４ページを確認してください。 

  ※ 申請する自治体へ直接送付しないでください。 

 ⑵ 申請書類の詳細は、１７～２１ページを参照してください。 

 ⑶ 更新申請や変更申請と異なり、申請受付システムを利用した申請はできません。 

 

３ 申請の受付期間 

  新規申請  令和７年８月１日（金） ～ 令和７年８月１５日（金）２３：５９まで 

  追加申請  令和７年８月１日（金） ～ 令和７年８月２２日（金）２３：５９まで 

 ※ 受付期限を過ぎて送信された書類での申請は認められません。 

 ※ 新規申請・追加申請のどちらに該当するかは、１１ページで確認してください。 

 ※ 受付期限までに書類を提出しても、書類に不備、不足がある場合は申請を受理できません。 

 ※ 提出の際は不備、不足がないか、よく確認してください。また、不備、不足があった場合に余

裕をもって対応できるように、早めに申請してください。 

 

４ 申請に当たっての注意事項 

⑴  申請前の変更（追加申請をしようとする場合） 

   令和７・８年度名簿に登録後、追加申請の申請日までに登録内容に変更（変更申請の対象とな

っている事項）があった場合は、変更申請の手続が完了しないと追加申請ができません。変更申

請の手続を終えてから申請してください。変更申請は申請受付システムを利用してください。変

更申請の手続は２週間程度かかりますので、受付期間に間に合うよう注意してください。 

   手続方法は、次のホームページで確認してください。 

埼玉県ホームページ＞電子入札総合案内＞入札参加資格申請（工事等）＞変更申請 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou.html 

    

⑵  申請後の変更 

   今回の申請（新規申請・追加申請）後に、登録内容の変更（代表者や代理人の変更等）があった

場合は、入札参加資格者名簿が有効となった後（令和７年１１月１日以降）に、すみやかに変更申

請を行ってください。また、行政書士のメールアドレスを登録していて、変更申請について行政書

士が代理申請を行わない場合は、メールアドレスを申請事務担当者のものに変更してください。 

   手続方法は、次のホームページを確認してください。 

    埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 入札参加資格申請（工事等）   

     https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/index.html 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/index.html


 

 ⑶ その他注意事項 

  ア 資格審査申請の内容に虚偽があったときは、各自治体の規程等に基づき登録が抹消されること

があります。 

  イ 申請書類提出後に、共同受付窓口や自治体から問合せ等をする場合がありますので、控えを

保管してください。 

  ウ 申請書類に不備・不足等があった場合は、追加で不備・不足書類等の提出を求める場合があ

ります。一定期間内に提出されない場合、申請が却下となることもありますので、御注意くだ

さい。 

  エ 申請書類提出後は、申請希望自治体、業種、業務等の追加又は変更はできません。 

  オ 提出された書類に不備があった場合、他の書類等で正しい内容が確認できる場合は、共同受付

窓口で内容を修正することがあります。 

  カ JIS 規格第１水準及び第２水準に定められていない文字は、電子入札システムで、文字化けや

エラー発生の原因になるため、使用することができません。記入があった場合は、共同受付窓口

で他の平易な漢字・ひらがな・カタカナ等に修正を行います。 

  キ 書類作成等についての対面相談は行いません。 

 

５ 入札参加資格審査の審査基準日について 

 ⑴ 「建設工事」の申請 

   申請日現在、有効な経営事項審査の総合評定値通知書の審査基準日を指します。 

   総合評定値通知書が複数ある場合は、直近のものの審査基準日を指します。 

  ※ 通知書の有効期間は、審査基準日から１年７か月です。 

  ※ 要件を満たす通知書の写しを提出できない場合、申請できません。 

  ※ 申請日現在、直近年度の通知書が既に発行されている場合、前年度の通知書は使用 

   できません。 

 

 

 
  

 ⑵ 「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」の申請の場合 

   申請日前直近の決算日（決算手続きが終了したもの）を指します。 

 

６ ユーザＩＤ、パスワードの送付について 

  競争入札参加資格申請受付システムにログインするためのユーザＩＤ、パスワードを令和７年10

月末頃に共同受付窓口から申請事業所あてに電子メールで送信します。 

 

 

埼玉県知事許可の経営事項審査に関する問合せ先 

 埼玉県県土整備部建設管理課 審査・指導監督担当 電話：０４８-８３０-５１８３ 



７ 審査結果について 

  審査結果の連絡（通知文の発送、電話連絡等）は行いません。令和７年11 月から、審査結果が各

申請自治体の競争入札参加資格申請受付システムに表示されます。審査結果の確認方法は、第５章（３

５～３９ページ）を参照してください。 

 

８ 名簿の公開について 

  令和7 年11 月１日の正午を目途に、埼玉県のホームページで公開します。 

  詳しくは、次のホームページで確認してください。 

   埼玉県ホームページ＞電子入札総合案内＞入札参加資格申請（工事等）＞入札参加資格者名簿 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/pref-nyushin/index.html#meibo 

 

９ 電子証明書について 

  入札参加資格の申請に、電子証明書は必要ありません。 

  ただし、電子入札システムで入札案件に参加する場合は必要となりますので、詳しくは次のホーム

ページを確認してください。 

   埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 電子入札を始めるための準備 

    http://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/densinyusatsu/dounyu.html 

 

 

 ＜電子証明書の留意点＞ 

  令和７・８年度名簿に登録がなかった事業所が「新規申請」をした場合、ユーザＩＤ及びパスワー

ドが新しく交付されます。従前のユーザＩＤを引き継いで使用することはできません。 

  従前のユーザＩＤで利用者登録した電子証明書（ＩＣカード）は、有効期間が残っていても、新た

なユーザＩＤで利用者登録して使用することはできません。新たに電子証明書（ＩＣカード）を取得

し、新しいユーザＩＤで利用者登録をしてください。 

 

 

 

電子入札を始めるための準備についての問合せ先 

 埼玉県電子入札ヘルプデスク 電話：０４８－８３０－２２６３（直通） 

               受付時間（平日）：８：３０～１７：００ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/pref-nyushin/index.html#meibo
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/pref-nyushin/index.html#meibo
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/densinyusatsu/dounyu.html
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④ ○ ○ ○ ○ ○ 全業務 - チェックリスト 別冊1

○ ○ ○ ○ ○ 1 Ａ－１ 申請地方公共団体申請書

○ × × × × 2 Ｂ－１ 競争入札参加資格審査申請書（基本共通情報）

○ × ○ × × 建設工事 3 Ｂ－２ 建設工事請負共通情報

○ × ○ ▲ ×
設計・調
査・測量

4 Ｂ－３ 設計・調査・測量共通情報

○ × ○ × ×
土木施設
維持管理

5 Ｂ－４ 土木施設維持管理共通情報

○ ○ ○ × × 全業務 6 Ｃ－１ 競争入札参加資格審査申請書（基本個別情報） 別冊５

○ ○ ○ ○ ○ 建設工事 7 Ｃ－２ 建設工事請負個別情報

○ ○ ○ ○ ○
設計・調
査・測量

8 Ｃ－３ 設計・調査・測量個別情報

○ 〇 〇 〇 ×
土木施設
維持管理

9 Ｃ－４ 土木施設維持管理個別情報

○ × × × × 10
履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
〈写し可〉

〇 × × × × 11
法人番号の確認資料（「国税庁法人番号公表サ
イト」の法人情報の画面）

○ ○ ○ ○ × 12
法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証
明書（その３の３）〈写し可〉

○ ○ ○ ○ × 建設工事 16 経営事項審査の総合評定値通知書の写し

○ ○ ○ × ×

（建設工
事）、土
木施設
維持管
理

17
社会保険等の加入確認資料（詳しくは、申請の手引９～１０
ページをご覧ください。）

○ 〇 ○ ○ × 18
建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明
書〈写し可〉

○ 〇 ○ ○ × 19
建設業許可申請書（様式第1号）の写し、営業所一覧表
（別紙二）の写し、建設業法施行令第3条に規定する使用
人の一覧表（様式第11号）の写し

○ 〇 ○ ○ ○ 20 資格情報を証明する書類の写し

○ × ○ ○ ○
設計・調
査・測量 21 登録状況を証明する書類の写し

○ △ × × × 22 Ｂ－５
障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用
の状況

○ △ × × × 23 ＩＳＯ９００１認証取得登録証の写し

○ △ × × × 24 ＩＳＯ１４００１認証取得登録証の写し

○ × 〇 × × 25 Ｂ－６ 監理技術者の状況

○ △ ○ × × 26 建設業労働災害防止協会加入証明書〈写し可〉

○ ○ × × × 27 Ｃ－５ 【代理人を置く場合】委任状

○ ○ × × × 28 Ｃ－６ 使用印鑑届　※

○ 〇 〇 〇 × 全業務 29 Ｃ－13 資本関係・人的関係調書　※

○ ○ ○ ○ ○ 全業務 30 Ｃ－14 納税状況等照会同意書兼誓約書　※

※該当する自治体に申請する場合のみ提出（手引の別冊２を御確認ください。）

申請内容別の申請書類について　【 法人の場合 】

（1）申請内容により、提出書類が異なります。下記の一覧表を参考にしてください。

（2）「新規申請」と「追加申請」のどちらに該当するか、手引１１ページを確認してください。

（3）「自治体別書類」の記入内容に関する疑問点等は、申請する自治体に直接確認してください。

（4）提出書類は①申請書、②添付書類（共通書類）、③添付書類（自治体別書類）、④チェックリストの４種類です。

共通書類
○：必要
×：不要

参
照

提
出
書
類
の
種
類

全業務

追加申請

新
規
申
請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式 書類名

△：無から有に変わる場合のみ必要
▲：設計・調査・測量の業務追加又は登録業務に追加がある場合のみ
　⇒ 様式Ｂ－３の１/４・２/４ページの提出が必要

全業務

別
冊
４

①
申
請
書

②
添
付
書
類

別
冊
２
　
共
通
書
類
の
ペ
ー
ジ

別
冊
４

全業務

建設工事

全業務

建設工事
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④ ○ 〇 〇 〇 ○ 全業務 - チェックリスト 別冊１

③ ○ ○ ○ × × 建設工事 2
その他の書類（別冊２・埼玉県のページ２番以降
の書類）

別
冊
２

自
治
体
追
加

申
請
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務
追
加

業
種
・
業
務
追
加

希
望
工
事
・

希
望
業
務
追
加

④ ○ 〇 〇 〇 ○ 全業務 - チェックリスト 別冊１

○ 〇 〇 × ×

設計・調
査・測量、
土木施設
維持管理

1 Ｃ－１０ 申請事業所の写真・案内図

○ 〇 〇 〇 × 全業務 2 Ｄ－４ 個別情報報告書

○ 〇 〇 × × 建設工事
その他の書類（別冊２・さいたま市のページ３～８
番、１０～１２番の書類）

○ 〇 〇 〇 × 建設工事
その他の書類（別冊２・さいたま市のページ９番の
書類）
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④ ○ 〇 〇 〇 ○ 全業務 - チェックリスト 別冊１

○ 〇 〇 〇 × 全業務 各自治体の納税証明書

○ 〇 〇 〇 × 全業務
その他の書類（別冊２・各自治体のページ・上記
以外の書類）

③
添
付
書
類

別
冊
２
　
さ
い
た
ま
市
の
ペ
ー
ジ

書類名
参
照

自治体別書類 【 その他の自治体 】
○：必要
×：不要

提
出
書
類
の
種
類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ
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ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式

○：必要
×：不要

提
出
書
類
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種
類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
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リ
ス
ト
番
号

様式

③
添
付
書
類

別
冊
２

自治体別書類 【 埼玉県 】 ○：必要
×：不要

提
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書
類
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類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式 書類名
参
照

書類名
参
照

自治体別書類 【 さいたま市 】
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○ 〇 × × × 全業務
30
31

Ｃ－７
Ｃ－８ 組合員名簿（様式Ｃ－７）、役員名簿（様式Ｃ－８）

○ 〇 〇 〇 × 32 官公需適格組合証明書の写し　※

○ 〇 〇 〇 × 33
経営事項審査の総合評定値通知書の写し（組合
と組合員のもの）　※

○ 〇 〇 〇 × 34 Ｃ－９ 官公需適格組合資格審査数値計算表　※ 別冊４

書類名
参
照

別
冊
２

②
添
付
書
類

建設工事

中小企業等協同組合等で
申請する場合

○：必要
×：不要

提
出
書
類
の
種
類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式

※官公需適格組合の算出方法の特例を希望する場合のみ提出（手引の別冊２を御確認ください。）



自
治
体
追
加

申
請
業
務
追
加

業
種
・
業
務
追
加

希
望
工
事
・

希
望
業
務
追
加

④ ○ ○ ○ ○ ○ 全業務 - チェックリスト 別冊1

○ ○ ○ ○ ○ 1 Ａ－１ 申請地方公共団体申請書

○ × × × × 2 Ｂ－１ 競争入札参加資格審査申請書（基本共通情報）

○ × ○ × × 建設工事 3 Ｂ－２ 建設工事請負共通情報

○ × ○ ▲ ×
設計・調
査・測量 4 Ｂ－３ 設計・調査・測量共通情報

○ × ○ × ×
土木施設
維持管理 5 Ｂ－４ 土木施設維持管理共通情報

○ ○ ○ × × 全業務 6 Ｃ－１ 競争入札参加資格審査申請書（基本個別情報） 別冊５

○ ○ ○ ○ ○ 建設工事 7 Ｃ－２ 建設工事請負個別情報

○ ○ ○ ○ ○ 設計・調査・測量 8 Ｃ－３ 設計・調査・測量個別情報

○ 〇 〇 〇 × 土木施設 維持管理 9 Ｃ－４ 土木施設維持管理個別情報

○ × × × × 13 身分証明書〈写し可〉

○ × × × × 14 登記されていないことの証明書　〈写し可〉

○ ○ ○ ○ × 15
申告所得税及復興特別所得税及び消費税及地
方消費税の納税証明書（その３の２）〈写し可〉

○ ○ ○ ○ × 建設工事 16 経営事項審査の総合評定値通知書の写し

○ ○ ○ × ×

（建設工
事）、土
木施設
維持管

理

17
社会保険等の加入確認資料（詳しくは、申請の手引９～１０
ページをご覧ください。）

○ 〇 ○ ○ × 18
建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明
書〈写し可〉

○ 〇 ○ ○ × 19
建設業許可申請書（様式第1号）の写し、営業所一覧表
（別紙二）の写し、建設業法施行令第3条に規定する使用
人の一覧表（様式第11号）の写し

○ 〇 ○ ○ ○ 20 資格情報を証明する書類の写し

○ × ○ ○ ○
設計・調
査・測量

21 登録状況を証明する書類の写し

○ △ × × × 22 Ｂ－５
障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用
の状況

○ △ × × × 23 ＩＳＯ９００１認証取得登録証の写し

○ △ × × × 24 ＩＳＯ１４００１認証取得登録証の写し

○ × 〇 × × 25 Ｂ－６ 監理技術者の状況

○ △ ○ × × 26 建設業労働災害防止協会加入証明書〈写し可〉

○ ○ × × × 27 Ｃ－５ 【代理人を置く場合】委任状

○ ○ × × × 28 Ｃ－６ 使用印鑑届　※

○ 〇 〇 〇 × 全業務 29 Ｃ－13 資本関係・人的関係調書　※

○ ○ ○ ○ ○ 全業務 30 Ｃ－14 納税状況等照会同意書兼誓約書　※

※該当する自治体に申請する場合のみ提出（手引の別冊２を御確認ください。）

申請内容別の申請書類について　【 個人の場合 】

（1）申請内容により、提出書類が異なります。下記の一覧表を参考にしてください。

（2）「新規申請」と「追加申請」のどちらに該当するか、手引１１ページを確認してください。

（3）「自治体別書類」の記入内容に関する疑問点等は、申請する自治体に直接確認してください。

（4）提出書類は①申請書、②添付書類（共通書類）、③添付書類（自治体別書類）、④チェックリストの４種類です。

共通書類 ○：必要
×：不要

参
照

提
出
書
類
の
種
類

全業務

追加申請

新
規
申
請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式 書類名

△：無から有に変わる場合のみ必要
▲：設計・調査・測量の業務追加又は登録業務に追加がある場合のみ
　⇒ 様式Ｂ－３の１/４・２/４ページの提出が必要

②
添
付
書
類

別
冊
２
　
共
通
書
類
の
ペ
ー
ジ

建設工事

別
冊
４

全業務

建設工事

全業務

全業務

別
冊
４

①
申
請
書



自
治
体
追
加

申
請
業
務
追
加

業
種
・
業
務
追
加

希
望
工
事
・

希
望
業
務
追
加

④ ○ 〇 〇 〇 ○ 全業務 - チェックリスト 別冊１

○ ○ ○ ○ × 1
個人住民税（市（町村）・県民税）の納税証明書
〈写し可〉

○ ○ ○ × × 建設工事 2
その他の書類（別冊２・埼玉県のページ２番以降
の書類）

自
治
体
追
加

申
請
業
務
追
加

業
種
・
業
務
追
加

希
望
工
事
・

希
望
業
務
追
加

④ ○ 〇 〇 〇 ○ 全業務 - チェックリスト 別冊１

○ ○ ○ × ×

設計・調
査・測量、
土木施設
維持管理

1 Ｃ－１０ 申請事業所の写真・案内図

○ 〇 〇 〇 × 全業務 2 Ｄ－４ 個別情報報告書

○ ○ ○ × × 建設工事
その他の書類（別冊２・さいたま市のページ３～８
番、１０～１２番の書類）

○ 〇 〇 〇 × 建設工事
その他の書類（別冊２・さいたま市のページ９番の
書類）

自
治
体
追
加

申
請
業
務
追
加

業
種
・
業
務
追
加

希
望
工
事
・

希
望
業
務
追
加

④ ○ 〇 〇 〇 ○ 全業務 - チェックリスト 別冊１

○ 〇 〇 〇 × 全業務 各自治体の納税証明書

○ 〇 〇 〇 × 全業務
その他の書類（別冊２・各自治体のページ・上記
以外の書類）

書類名
参
照

別
冊
２

③
添
付
書
類

自治体別書類 【 埼玉県 】
○：必要
×：不要

提
出
書
類
の
種
類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式

書類名
参
照

自治体別書類 【 さいたま市 】
○：必要
×：不要

提
出
書
類
の
種
類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式

別
冊
２
　
さ
い
た
ま
市
の
ペ
ー
ジ

③
添
付
書
類

③
添
付
書
類

別
冊
２

書類名
参
照

自治体別書類 【 その他の自治体 】
○：必要
×：不要

提
出
書
類
の
種
類

新
規
申
請

追加申請

申
請
業
務

チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
番
号

様式



　以下を参照し、必要な書類を作成してください。

　共同受付窓口（県）に最大２枚の提出となります。

●　代理人を置いて申請する場合 ➡ 共同受付窓口（県）に委任状（様式C-5）を１部提出 提出ファイル名：20C5

　(支店等で申請する場合が該当します。) 　※　申請自治体関係なく、代理人を置いて申請する場合は委任状(様式C-5)を提出してください。

　例：株式会社県庁建設　埼玉支店

●　下記の７自治体に申請する場合 ➡ 共同受付窓口（県）に使用印鑑届（様式C-6）を１部提出 提出ファイル名：21C6
　※　記入・印刷したものに押印し、PDF化して提出してください。 　※　下記の７自治体に申請する場合は、必ず提出してください。

　　　使用する押印については、手引の別冊２を確認してください。 　※　本店、支店どちらの申請であっても提出が必要です。

　　

【例】本店で申請する場合

　①　株式会社県庁建設　本店　で　埼玉県とさいたま市に申請する場合 　②　株式会社県庁建設　本店　で　埼玉県と加須市に申請する場合

　様式C-5(委任状) ➡ 提出不要 　様式C-5(委任状) ➡ 提出不要

　様式C-6(使用印鑑届) ➡ 提出不要 　様式C-6(使用印鑑届) ➡ １部提出

【例】代理人を置いて申請する場合

　①　株式会社県庁建設　埼玉支店　で　埼玉県とさいたま市に申請する場合 　②　株式会社県庁建設　埼玉支店　で　埼玉県と加須市に申請する場合

　様式C-5(委任状) ➡ １部提出 　様式C-5(委任状) ➡ １部提出

　様式C-6(使用印鑑届) ➡ 提出不要 　様式C-6(使用印鑑届) ➡ １部提出

委任状(様式C-5)及び使用印鑑届(様式C-6)の提出に係る注意点

　加須市、草加市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、滑川町、松伏町、戸田ボートレース企業団



第４章  事業者申請ポータルの設定・書類の送信について 
１ 書類を準備する 

  「別冊１ チェックリスト」「別冊２ 添付書類一覧」を確認し、書類をそろえてください。 

  様式は入札審査課のホームページに掲載しています。 

  必ず最新の様式を使用してください（様式が変更される場合があります。）。 

  スキャニングは鮮明にしてください。ファイルが不鮮明な場合は、添付のやり直しを依頼することがあ

ります。 

 
 
 
 
 
 

 入力例 書類名 ファイル形式 

 01 一覧 別冊１ チェックリスト 

※表紙＋共通書類＋申請する自治体のシートを確認・作成してくだ

さい。 

Excel 

（拡張子︓xlsx） 

 02 共通 申請地方公共団体申請書（様式Ａ－１） 

競争入札参加資格審査申請書（基本共通情報）（様式Ｂ－１） 

建設工事請負共通情報（様式Ｂ－２） 

設計・調査・測量共通情報（様式Ｂ－３） 

土木施設維持管理共通情報（様式Ｂ－４） 

 03C1 競争入札参加資格審査申請書（基本個別情報）（様式Ｃ－１） 

 04C2 建設工事請負個別情報（様式Ｃ－２） 

 05C3 設計・調査・測量個別情報（様式Ｃ－３） 

 06C4 土木施設維持管理個別情報（様式Ｃ－４） 

 07 謄本 【法人の場合】履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 

PDF 

（拡張子︓pdf） 

又は 

画像ファイル 

（拡張子︓jpg、

jpeg、png、

gif、tiff、tif） 

 08 法人 【法人の場合】法人番号の確認資料 

 09 納税 【法人の場合】法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書 

      （その３の３） 

【個人の場合】申告所得税及復興特別所得税及び消費税及地方消費 

       税の納税証明書（その３の２） 

 10 身分 【個人のみ対象】 

身分証明書 

登記されていないことの証明書 

【重要】書類には名前を付けて送信してください。 
 例︓01 一覧.xlsx、07 謄本. pdf 
 ・ファイル形式（拡張子）は残したままにしてください。（例︓ .xlsx、.pdf ） 
 ・種類ごとにまとめて添付してください。 

  （例︓資格情報を証明する書類が複数ある場合、14 資格のＰＤＦを１つ作り、中身を複数ページとし
てください。14 資格1、14 資格2 のように同じ種類の添付書類を２つに分割しないでください。） 



 入力例 書類名 ファイル形式 

 11 経審 経営事項審査の総合評定値通知書 

PDF 

（拡張子︓pdf） 

又は 

画像ファイル 

（拡張子︓jpg、

jpeg、png、

gif、tiff、tif） 

 12 社保 社会保険確認資料の写し 

 13 許可 建設業許可通知書又は許可証明書の写し 

建設業許可申請書 

営業所一覧表 

使用人一覧表 

 14 資格 資格情報を証明する書類の写し 

 15 登録 登録状況を証明する書類の写し 

 16 障害 障害者雇用状況報告書の写し又は障害者雇用の状況（様式B-5） 

 17 認証 ＩＳＯ９００１認証取得証 

ＩＳＯ１４００１認証取得証 

 18 監理 【監理技術者が１人以上いる場合】 

監理技術者の状況(様式B-6) 

 19 建災 【加入している場合】 

建設業労働災害防止協会加入証明書 

 20C５ 委任状（様式Ｃ－５） 

 21C6 使用印鑑届（様式Ｃ－６） 

 22C13 資本関係・人的関係調書（様式Ｃ－１３） Excel 

 23C14 納税状況等照会同意書兼誓約書（様式C－１４） PDF 

又は 

画像ファイル 

 24C7 組合員名簿（様式Ｃ－７） 
Excel 

 25C8 役員名簿（様式Ｃ－８） 

 26 官公需 官公需適格組合証明書の写し PDF 

又は 

画像ファイル 
 27 組合経審 経営事項審査の総合評定値通知書の写し 

（組合と組合員のもの） 

 28C9 官公需適格組合資格審査数値計算表（様式Ｃ－９） Excel 

 29 自治体名 申請自治体によって提出する書類（該当する自治体ごとに添付） 

※１自治体に対して、１つのファイルを作成してください。 

例︓29 上尾市、29 伊奈町 PDF 

又は 

画像ファイル 
 30 行政書士 【行政書士が代理申請する場合】 

行政書士の委任状（任意様式） 

※委任状を添付する場合は、左記のとおりファイル名を付けてくだ

さい。 



【作成例】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 事業者登録をする 

  事業者申請ポータルを開き、事業者登録を行います。 

  既に事業者申請ポータルで事業者登録が済んでいる方は再度登録する必要ありません。 

  行政書士が代理申請する場合、会社ごとではなく行政書士として事業者登録してください。 

 

 ⑴ 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 ⑵ 「事業者登録」をクリックし、事業者登録フォームを開き、必要項目を入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）事業所ごとの登録は不要です。 
注）一つのメールアドレスにつき、 
   １事業者登録となります。 

管理者情報は、申請事務を行う担当者情報を 
入力してください。 
登録後、管理者情報に入力した連絡先メール 
アドレスあてに、メールが届きます。 
 

メールアドレスの登録を間違えると、その後の 
手続ができません。 
誤って間違ったメールアドレスを登録してしま
った場合は再度事業者登録をし直してください。 
メールアドレスの修正はできません。 

事業所ごとの 

登録は不要です。 

 埼玉県事業者申請ポータルを利用するには、 
 事業者登録が必要です。  
 

行政書士が代理申請する場合、事業者名は、「〇〇行政書士法人」、
「〇〇行政書士事務所」「行政書士〇〇」のように登録してください。 

https://saitamapref.service-now.com/csm


 ⑶ 利用規約を確認の上、チェックボックスをチェックし、入力内容に誤りがないことを確認し、「登録」

ボタンをクリックします。 

 ⑷ 事業者登録完了通知メールが連絡先メールアドレスあてに送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ メール中のパスワード設定リンクをクリックし、パスワード設定画面を開き、パスワード条件に合致

するパスワードを入力し、「パスワードの設定」を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 事業者申請ポータルの操作方法等は操作マニュアルを御確認ください。 
※ 事業者登録・パスワードの設定の操作で不明な点は 
  下記あてに御連絡ください。 
 行政・デジタル改革課 DX 推進担当︓a2440-13@pref.saitama.lg.jp 
 
※ 登録送信した翌日になってもメールが届かない場合は、 
  再度、 事業者登録 をし直してください。 
 

チェックボックスをチェック 



３ 書類をアップロード・送信する 

 

 

 

 ⑴ 事業者申請ポータル（https://saitamapref.service-now.com/csm）にアクセスしてください。 

 

 ⑵ 「競争入札参加資格申請」を選択し、ユーザー名、パスワードを入力し、ログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類送信の締め切りは、 

新規申請︓令和７年８月１５日（金）２３︓５９まで 

追加申請︓令和７年８月２２日（金）２３︓５９まで です。 

締め切りを過ぎて送信された申請は受け付けられませんので、時間に余裕をもって送信してください。 

https://saitamapref.service-now.com/csm


 ⑶ 「【工事】新規・追加・抹消・権限変更等」を選択してください。 

  

 ⑷ 「申請種別」から「新規申請」又は「追加申請」を選択し、添付ファイルを追加し、「送信」ボタン

を押してください。行政書士が代理申請する場合は、「行政書士記入欄」を必ず記入してください。 

 

  

 

 
 
 

 
② 「添付ファイルを追加」ボタンをクリック 
 
● 添付ファイルの添付方法 ● 
 ⑴ 申請書類を電子で用意する 
 ⑵ 書類ごとに分けたファイルに名前を付ける。 
   01 一覧.xlsx 
   02 共通.xlsx など 
   ファイル名の付け方は２３〜２５ページを確認。 
 ⑶ クリップボタンを押して、ファイルを添付 
  ＊ 添付ファイルの数に制限はありません。 
  

① 「新規申請」又は「追加申請」を選択 

 
 
③ 「送信」ボタンをクリック 
 



 ⑸ 下記の画面になりましたら申請完了です。メッセージの入力等は必要ございません。書類

の不備、不足等があった場合のみこちらからご連絡いたします。(連絡は原則、電話又はメー

ルで行います。) 

 
 

 

 ○ 書類を追加で送りたいとき 

   書類を追加で送付する場合は下記にメールで送付してください。 

  ※ 原則、事業者申請ポータルでの書類の追加はできません。 

   【メール送付先】送付先︓a5770-10@pref.saitama.lg.jp 

   件名は「【追加第２回申請書類】・商号又は名称の追加書類提出」としてください。 

 

 

 

 
入力は不要です。 



○事業者申請ポータルでアップロードした書類の送信状況を確認する方法○ 

 １ ログインした状態で、右上の「過去の申請」をクリックします。 

 

 ２ 送信履歴が一覧で表示されるので、確認したい送信履歴をクリックします。 

 

 

 

 

行政書士が代理申請した場合は、「キーワード検索」に 
業者名を入力して検索すると、該当する業者のみが 
検索結果に表れます。 



 ３ 送信した書類一覧が表示されます。送信した書類を確認する場合は、表示されるファイル名をクリッ

クします。また、詳細を確認する場合は「関連レコード」をクリックします。 

 

 ４ ３で関連レコードをクリックすると、詳細情報が確認できます。 

 

 

行政書士が代理申請した場合は、 

行政書士記入欄で業者名を確認できます。 



 

書類の事業者申請ポータルへの添付が難しい場合、メールでお送りください。 
メールでの送付も難しい場合のみ、郵送としてください。 

 
  メールの場合は、下記宛先に提出書類を添付して送付してください。 

 【メール送付先】送付先︓a5770-10@pref.saitama.lg.jp 

  件名は「【追加第２回申請書類】・商号又は名称」としてください。 

 

  郵送の場合は、チェックリストを一番上にし、すべての書類を共同受付窓口まで、 

  信書（簡易書留、レターパック等）で郵送してください。 

  また、下記の書類は表紙も提出してください。 

   ・別冊１ チェックリスト 

   ・競争入札参加資格審査申請書（基本個別情報）（様式Ｃ－１） 

   ・建設工事請負個別情報（様式Ｃ－２） 

   ・設計・調査・測量個別情報（様式Ｃ－３） 

   ・土木施設維持管理個別情報（様式Ｃ－４） 

 

 【郵送送付先】 〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

         埼玉県 総務部 入札審査課 共同受付窓口 (工事) 

         （令和７・８年度工事 （新規又は追加）申請書類在中） 

 

※ 各受付最終日までの消印有効です。 

新規申請︓令和７年８月１５日（金）まで   追加申請︓令和７年８月２２日（金）まで 

 受付最終日を過ぎた消印の押された書類での申請は、認められません。 

 受付最終日のポストへの投函や郵便局窓口への提出は、受付最終日の消印が押されない可能性があ

りますので、御注意ください。 

 窓口提出日の引受消印を押してもらう方法については、郵便局のホームページを確認してください。 

 https:/www.post.japanpost.jp/question/707.html 

※ 書類収受の確認印を希望する場合、返送先を明記したハガキ（８５円切手貼付・裏面未記入）を１

事業所につき１枚のみ同封してください。また、返送先の記入漏れ、返信用切手の貼付漏れ（料金不

足も含みます）の場合、返送しません。なお、返送先が行政書士の場合は事業所名等を明記してくだ

さい。ただし、申請先自治体が複数あっても確認印の返送は１枚のみです。 



 

書類提出のためのフローチャート

申請書類を用意する
（紙の書類はPDF化又は画
像データ化する）

入札審査課に

修正・追加書類を

メール送信する

入札審査課に

メールで提出

終了

事業者申請ポータルによる申請が

できない

書類に不備・不足がある

開始

信書（書留で）郵送

指定のファイル名をつける

（23~25ページを参照）

申請書類を紙に印刷する
申請書類を用意する
（紙の書類はPDF化又は画
像データ化する）

申請書類を電子で用意する

できる

できない

事業者申請ポータルにアクセス

できる

できる

できない

申請書類を用意する
（紙の書類はPDF化又は画
像データ化する）
事業者登録を行う

申請書類を用意する
（紙の書類はPDF化又は画
像データ化する）
書類を送信する

できない



第５章  審査結果の確認方法について 
 
１ 最初に Microsoft Edge の設定をする 
 
  使用するパソコンのブラウザは、Microsoft Edge を利用してください。他のブラウザ（Google 

Chrome 等）は正常に動作しません。申請受付システムの利用の前に、Microsoft Edge の設定が必要
です。次の⑴〜⑶の方法で設定してください。 

 
 ⑴ 埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」をクリックしてください。 
   https://www.pref.saitama.lg.jp/ 
 

 

           

           

           

     

 

 

 

 

 ⑵ 「Microsoft Edge の設定」をクリックしてください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ⑶ 開いたページ「Microsoft Edge の設定」に従い、必要なパソコンの設定をしてください。 
 
 
 
 
 
 
  

電子入札総合案内をクリック 

Microsoft Edge の設定をクリック 

 パソコン操作やシステムに関する問合せ先 

埼玉県電子入札ヘルプデスク    電話︓０４８－８３０－２２６３（直通） 
                受付時間︓（平日）８︓３０〜１７︓００       

https://www.pref.saitama.lg.jp/


２ 申請受付システムにログインする (１) 
 
 ⑴ 埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」をクリックしてください。 
   https://www.pref.saitama.lg.jp/ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ⑵ 「競争入札参加資格申請受付システム」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑶ 「１ 工事等」をクリックしてください。 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

「電子入札総合案内」をクリック 

「競争入札参加資格申請受付システム」をクリック 
 

「１ 工事等」をクリック 

https://www.pref.saitama.lg.jp/


２ 申請受付システムにログインする（２） 
 

 ⑴ 「５ ログイン」をクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑵ ユーザＩＤとパスワードを入力して「送信」ボタンをクリックしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ユーザＩＤ … 業者 ID と同じで１０桁の数字です。同じ会社で複数の事業所が 
          ある場合は、先頭７桁が共通で、下３桁が異なっています。 
 
   パスワード … ８桁の英数字です。 
 

※ 新規申請の方には、申請受付システムにログインするためのユーザＩＤ、パスワードを 
    申請事業所あてに令和７年１０月末頃に共同受付窓口から電子メールで送信します。 
 
 

「ログイン」をクリック 

ユーザＩＤとパスワードを入力して「送信」ボタンをクリック。 

令和 7 年・8 年をクリック 



３ 審査結果の確認 (１) 
 
  名簿が有効になると、申請状況のステータスが「審査済」に変わり、申請自治体の審査結

果通知書が申請受付システムに表示されます。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
確認できるのは、令和７年１１月以降です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ※ 自治体によっては、格付の「Ｓ」ランクを申請受付システムの仕様上「＠」と表示しま

すので、適宜、読み替えていただきますようお願いいたします。また、資格審査数値のみ
を表示する場合もございます。審査結果通知書の審査結果の表記について、詳しくは、各
自治体にお問い合わせください。 

 

 
各自治体の審査結果通知書は、ダウンロードボタンをクリックして、確認できます。 
 



３ 審査結果の確認 (２) 
 
  申請した自治体に登録された内容が確認できます。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「登録(入力)内容確認」ボタンをクリックして、確認できます。 



第６章  名簿登載後の注意事項について 
 

１ 変更申請（変更届）について 
  入札参加資格者名簿の登載後、登録事項（代表者、所在地等）に変更があったときは、速やかに変更

手続を行ってください。 

  手続方法等は、埼玉県ホームページに掲載しています。内容を確認の上、手続を行ってください。 

 

 

 

 

 

２ 登録されている事業所・業種の変更について 

 ⑴ 登録されている事業所を変更する場合 

   申請受付システムに登録されている事業所から、別の事業所へ登録を変更する場合は「契

約権限の変更」に該当します。 

  「契約権限の変更」については､共同受付窓口へ相談してください。 

 

 

例 

 

令和7・8 年度名簿（申請日現在） 申請の内容 

Ａ支店で建設工事の「土木工事業」、「建築工事業」

を登録している 

「土木工事業」をＢ支店へ変更する 

 

  ※ 契約権限を変更する場合は、次のホームページで確認してください。 

     埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 入札参加資格申請（工事等） > 工事等／変更申請（様式による変更）  

      https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-syomen.html 

 

 ⑵ 登録されている業種を変更する場合 

 

   建設工事について、令和７・８年度名簿の有効期間内に一度資格審査を受けた業種を他の

業種に変更することは、原則できません。ただし、一部自治体では「業種入替」の申請を行

います。 

   

例 

令和７・８年度名簿（申請日現在） 申請の内容 

建設工事の「土木工事業」、「建築工事業」、「電気工事業」、

「管工事業」、「舗装工事業」の5 業種を登録している 

「電気工事業」に変えて「造園工事業」

を登録する 

 

  ※ 「業種入替」については、次のホームページで確認してください。 

        埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 入札参加資格申請(工事等) ＞ 工事等/登録業種の入替 

        https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/gyousyu-irekae/irekae-top.html 
 

 

 

埼玉県ホームページ ＞ 電子入札総合案内 ＞ 入札参加資格申請（工事等）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/index.html 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/henkou-syomen.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/gyousyu-irekae/irekae-top.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/nyushinkoujitop/index.html


埼玉県に申請している場合 
 

１ 届出事項について 

  次に掲げる事項に該当するときは、入札審査課審査担当へ確認の上、速やかに届出てください。 

 ア 営業の休止、再開又は廃止をしたとき 

 イ 営業停止命令を受けたとき又は金融機関から取引を停止されたとき 

 ウ 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者（特別の理由のある者を除 

  く。）となったとき 

 エ 事業主が死亡したとき又は法人が解散したとき 

 オ 官公需適格組合として申請した者が、その証明を受けられない者となったとき 

 カ 会社更生法の申立てを行ったとき、手続開始の決定があったとき及び計画認可がなされたとき 

 キ 民事再生法の申立てを行ったとき、手続開始の決定があったとき及び計画認可がなされたとき 

 ク 役員、使用人等が法令に違反するなど不正行為により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提 

  起されたとき。また監督行政庁から行政処分を受けたとき 

 ケ 独占禁止法の規定による告発、排除措置命令又は課徴金納付命令を受けたとき 

 コ 埼玉県内で工事事故等を起こしたとき 

 

２ 参加資格の再審査について 

  相続、合併、分割又は事業譲渡により、入札参加資格者から当該営業の一切を承継し、競争

入札参加資格を承継しようとするときは、再審査の申請をしてください。 

  会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手

続開始の決定をされた者は、再審査の申請をしてください。 

  なお、再審査の申請に当たっては、事前に入札審査課審査担当に相談してください。 

 

３ 参加資格の抹消について 

 ⑴ 次の事項に該当するときは、その者を入札参加資格者名簿から抹消します。 

  ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者、埼玉県財務規則第９１条の規定及

び同規則第１０２条で準用する同規則第９１条の規定により、県の競争入札に参加させないことと

された者となったとき 

  イ 談合や独占禁止法違反行為により、逮捕又は起訴、若しくは公正取引委員会から告発、排除措置

命令又は課徴金納付命令を受けた場合等で、極めて悪質であると知事が認めたとき 

  ウ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員を

言う。）がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であっ

て、知事が不適格である者と認めたとき 

  エ 金融機関から取引を停止されたとき 

  オ 事業主の死亡又は法人の解散から９０日を経過したとき 

 

 

 

 

 



 ⑵ 次の事項に該当するときは、当該業種・業務について入札参加資格者名簿から抹消します。 

  ア 「建設工事」にあっては、入札参加資格名簿に登録されている業種についての許可を受けていな

い者となってから９０日を経過したとき 

  イ 「設計・調査・測量」の測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから９０

日を経過したとき 

  ウ 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていないものとなってから 

   ９０日を経過したとき 

  エ 入札参加資格名簿に登録されている業種・業務についての営業を廃止したとき 

  オ 入札参加資格名簿に抹消について申出があったとき 

  

 ⑶ 次の事項に該当するときは、入札参加資格名簿から抹消する場合があります。 

  ア 資格審査申請等の内容に虚偽があったとき 

  イ 営業停止命令、営業の休止及び再開、官公需適格組合としての証明書を受けられない者となった

場合等、変更届を必要とする事項について届出を怠ったとき 




